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衆
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一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
豪
雪
の
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
気
象
庁
が
積
雪
計
を
設
置
し
て
い
る
全
国
三
百
十
か
所
の
観
測
点
の
う
ち
、

平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
日
午
前
八
時
現
在
、
平
年
を
上
回
る
積
雪
の
深
さ
を
観
測
し
た
地
点
は
、
二
百
九
地
点
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
、
平
年
の
二
倍
以
上
の
積
雪
の
深
さ
を
観
測
し
た
地
点
は
五
十
七
地
点
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
青
森
県
に
お
い
て

は
、
青
森
市
で
平
年
の
一
・
七
四
倍
に
相
当
す
る
百
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
弘
前
市
で
平
年
の
一
・
六
七
倍
に
相
当
す

る
八
十
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
観
測
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
も
た
ら
し
た
一
因
と
し
て
は
、
北
極
か
ら
の
寒
気
が
南
下
し
や
す
く
、
北
日
本
を
中
心
と
し
て
冬
型

の
気
圧
配
置
が
続
い
た
こ
と
も
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
今
後
の
長
期
予
報
」
に
つ
い
て
は
、
同
庁
が
同
月
二
十
七
日
に
発
表
し
た
一
か
月
予
報
に
お
い
て
は
、

日
本
海
側
の
降
雪
量
は
平
年
よ
り
多
く
な
る
可
能
性
が
大
き
い
と
予
報
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
庁
が
同
月
二
十
五
日
に
発
表

し
た
三
か
月
予
報
に
お
い
て
は
、
北
日
本
日
本
海
側
の
同
年
二
月
か
ら
四
月
ま
で
の
三
か
月
間
の
降
雪
量
は
平
年
並
み
と
な

る
可
能
性
及
び
平
年
よ
り
多
く
な
る
可
能
性
が
そ
れ
ぞ
れ
大
き
い
と
予
報
し
て
い
る
。

一



三
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
七
日
現
在
で
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
今
冬
の
雪
害
に
対
し
て
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和

三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
災
害
対
策
本
部
を
設
置
し
た
地
方
公
共
団
体
の

数
は
、
道
県
に
つ
い
て
は
一
団
体
、
市
町
村
に
つ
い
て
は
七
団
体
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
七
日
現
在
で
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
今
冬
の
雪
に
よ
る
死
傷
者
数
は
、
死
者
四
十
六
名
、

負
傷
者
六
百
九
十
三
名
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
雪
に
よ
る
人
的
被
害
が
毎
年
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
人
命
の
保
護
を
第
一
と
し
た
防
災
態
勢

の
一
層
の
強
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
「
降
積
雪
期
に
お
け
る
防
災
態
勢
の
強
化
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
三
年

十
二
月
九
日
付
け
中
防
災
第
三
十
八
号
中
央
防
災
会
議
会
長
通
知
）
を
発
出
し
、
関
係
機
関
に
対
し
取
組
の
留
意
点
に
つ
い

て
周
知
徹
底
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
内
閣
府
及
び
国
土
交
通
省
に
お
い
て
、
同
日
、
「
大
雪
に
対
す
る
防
災
力

向
上
方
策
検
討
会
提
言－

豪
雪
地
域
の
防
災
力
向
上
に
向
け
て－

中
間
と
り
ま
と
め
」
を
公
表
す
る
な
ど
、
除
雪
事
故
防
止

二



に
つ
い
て
普
及
啓
発
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
機
関
と
情
報
共
有
を
図
り
な
が
ら
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

除
排
雪
に
要
す
る
経
費
に
よ
っ
て
特
別
な
財
政
需
要
が
生
じ
る
市
町
村
を
含
む
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
は
、
そ
の
財
政

運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
所
要
の
特
別
交
付
税
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
平
成
二
十
三
年
度
も
同
様
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
降
雪
状
況
を
踏
ま
え
、
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
を
活
用
し
た
支
援
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

八
に
つ
い
て

御
指
摘
に
つ
い
て
は
、
建
設
投
資
の
大
幅
な
減
少
等
に
伴
い
、
除
雪
等
の
地
域
維
持
事
業
を
担
っ
て
き
た
地
域
の
建
設
業

者
の
減
少
・
小
規
模
化
が
進
ん
で
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
当
該
事
業
の
円
滑
か
つ
的
確
な
実
施
に
必
要
な
体
制
の
確
保
が

困
難
と
な
り
、地
域
に
お
け
る
最
低
限
の
維
持
管
理
ま
で
も
が
困
難
と
な
る
地
域
が
生
じ
か
ね
な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
政
府
と
し
て
は
、
除
雪
等
の
地
域
維
持
事
業
に
つ
い
て
、
地
域
維
持
型
契
約
方
式
の
活
用
を
推
進
し
て
い
る

三



と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
必
要
な
除
雪
作
業
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
各
発
注
機
関
に
お
い
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四


